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令和５年 障害者雇用状況の集計結果 
民間企業においては、雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新 

公的機関等においては、雇用障害者数は減少し、実雇用率も低下 

   
 滋賀労働局（局長 小島 裕）では、滋賀県内の民間企業や公的機関等における、令和５年の「障害

者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号。以下「法」という。）では、事業主に

対し、常時雇用する労働者の一定割合（法定雇用率）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

 今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用

状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。 

【集計結果の主なポイント】 
 

  滋賀県内に本社のある民間企業 ＜法定雇用率 2.3％＞ 

１ 雇用されている障害者（注 1）は、3,725.5 人（3,620.5 人）。 

対前年 2.9％(105.0 人)増加、14 年連続過去最高を更新。 
 

２ 実雇用率（注 2）は、2.52％（2.46％）で過去最高を更新。 

前年比 0.06 ポイント上昇、全国平均 2.33％（2.25％）を上回る。 
 

３ 法定雇用率達成企業の割合は、59.2％（58.6％）。 

前年比 0.6 ポイント上昇、全国平均 50.1％（48.3％）を上回る。 
 

滋賀県内の公的機関等 ＜法定雇用率 2.6％ 教育委員会は 2.5％＞ 

１ 全体の雇用障害者数は減少し、実雇用率も前年比 0.02 ポイント減。 
 

２ 県市町の 28 機関のうち、達成は 18 機関。未達成機関は 10 機関。未達成機

関の法定雇用不足数は、合計 56.0 人。 
 

滋賀県内の独立行政法人等 ＜法定雇用率 2.6％＞ 

１ 雇用障害者数・実雇用率ともに対前年で上回り、５機関すべて達成。 
 

（注１）障害者の数は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体

障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとして数え、重度以外の身体障

害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が 20時間以上 30時間

未満の労働者）については法律上、１人を 0.5人に相当するものとして算出している。ただし、精神障害

者である短時間労働者については、令和５年４月１日からの精神障害者の算定特例の延長に伴い、当分の

間、雇い入れからの期間等に関係なく、１人を１人に相当するものとして算出している。 

（注２） 実雇用率は、上記により算出した障害者の数を、労働者数（常用労働者総数から業種ごとに定めら

れた除外率相当数を除いた労働者数）で除したものである。 
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障害者雇用状況報告の滋賀県内の集計結果( 概要 ) 
 

 

１． 民間企業における雇用状況 

 (1) 雇用されている障害者数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 （５頁、６頁、９頁参照） 

・滋賀県内にある民間企業（43.5人以上規模の企業944社：法定雇用率2.3％）に雇用されている障害

者の数は、3,725.5人で、前年より105.0人増加（前年比2.9％増）し、14年連続で過去最高となった。 

・雇用されている障害者のうち、身体障害者は1,866.0人（前年比1.5％増）、知的障害者は1,176.5人

（同3.7％増）、精神障害者は683.0人（同5.6％増）と、いずれも前年より増加した。 

・実雇用率は、2.52％と、過去最高となり、全国平均の2.33％を上回った。 

・法定雇用率達成企業の割合は、59.2％(944社のうち559社)であり、前年を0.6ポイント上昇、全国平

均の50.1％を上回った。 

令和４年６月１日の調査時と比べ、対象となる企業は944社と前年の928社より16社増加し、法定

雇用率達成企業は559社と、前年の544社より15社増加した。 

 

 (2) 企業規模別の状況  （10頁参照） 

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、100～300人未満の規模企業で前年より減少し

たものの、その他の規模企業では前年より増加した。 

・実雇用率は、43.5～100人未満及び100～300人未満の規模企業は前年より減少したものの、その他

の規模企業では前年より増加した。なお、民間企業全体の実雇用率2.52％と比較すると、300～50

0人未満及び1,000人以上規模企業が民間企業全体の実雇用率を上回っている。 

・法定雇用率達成企業の割合は、1,000人以上の規模企業以外で前年を上回った。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年度 4年度 5年度 4年度

944 148,127.5 3725.5 2.52 2.46 559 59.2 58.6

  43.5－100
人未満

536 35,159.5 833.5 2.37 2.38 309 57.6 57.0

 100－300人
未満

313 47,987.0 1,073.0 2.24 2.63 203 64.9 64.1

 300－500人
未満

55 18,829.0 616.5 3.27 1.99 25 45.5 45.0

 500－1000
人未満

30 19,208.0 440.5 2.29 2.23 16 53.3 48.1

 1000人以上
10 26,944.0 762.0 2.83 2.77 6 60.0 75.0

法定雇用
率達成企
業の数

法定雇用率達成企
業の割合（％）企業数

法定常用労働者
数(人）

雇用障害者数
(人）

実雇用率（％）

- 2 -



 

 

 

(3) 産業別の状況  （11～14頁参照） 

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農業、林業、漁業」「情報通信業」「金融業，

保険業」「学術研究，専門・技術サービス業」「生活関連サービス業，娯楽業」「教育，学習支援

業」「複合サービス事業」以外の業種において、前年よりも増加した。「製造業」（49.5人の増）

「卸売業，小売業」（39.5人の増）「医療，福祉」（17.0人の増）「サービス業」（10.5人の増）

については、10人を超える増加であった。 

・産業別の実雇用率では、「医療，福祉」（4.05％）「宿泊業，飲食サービス業」（2.84％）「卸

売業，小売業」（2.40％）「運輸業，郵便業」（2.35％）「建設業」（2.32％）が法定雇用率を

上回っている。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）－は１社のため、掲載していない。 

 
 
 
 

(4) 法定雇用率未達成の企業の状況  （15頁参照） 

・法定雇用率未達成の企業は385社で前年の384社より１社増加した。そのうち、不足数が0.5人又は

１人である企業（１人不足企業）は270社あり、未達成企業の70.1％を占めている。 

・また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は227社あり、未達成企業に占める割 

合は59.0％となっている。 

 

 

5年度 4年度

944 148,127.5 3,725.5 2.52 2.46

3 267.5 3.0 1.12 1.41

32 3,691.5 85.5 2.32 2.11 ○ ○

344 57,624.0 1264.0 2.19 2.18 ○

1 - - - -

5 1,573.5 31.0 1.97 1.97

60 6,205.5 146.0 2.35 2.24 ○ ○

102 23,502.0 564.5 2.40 2.19 ○ ○

10 4,084.5 80.5 1.97 1.93 ○

16 1,255.0 19.5 1.55 1.68

13 1,385.0 26.5 1.91 2.24

24 2,904.5 82.5 2.84 2.68 ○ ○

23 1,766.0 39.0 2.21 2.40

14 1,393.0 20.0 1.44 1.32 ○

175 24,453.0 991.5 4.05 4.04 ○ ○

9 2,829.0 54.0 1.91 2.00

113 15,142.5 318.0 2.10 2.04 ○

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

法定雇
用率を
上回る
業種

前年の
雇用率
を上回
る業種

農業、林業、漁業

建設業

製造業

     

企業数
(社）

法定常用労働
者数(人）

雇用障害者数
(人）

実雇用率（％）
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２．地方公共団体等における雇用状況（18頁～21頁参照） 

(1) 都道府県の機関 

滋賀県の機関（法定雇用率 2.6％） 

   滋賀県の機関（滋賀県知事部局、滋賀県警察本部、滋賀県議会事務局）に在職している障害者の数

は、145.0人と前年（150.0人）より 5.0人減少し、実雇用率も 2.79％と前年に比べ 0.13ポイン

ト低下した。 

滋賀県知事部局、警察本部、議会事務局のいずれも法定雇用率を達成した。 

 

滋賀県教育委員会（法定雇用率 2.5％） 

    滋賀県教育委員会に在職している障害者の数は、241.0人と前年（241.5人）より 0.5人減少、 

実雇用率も 2.53％と前年より 0.03ポイント低下したが、法定雇用率を達成した。 

 

 

 

  (2)市町等の機関 

   市町等の機関（法定雇用率 2.6％） 

    法定雇用率 2.6％が適用される機関（市町、公立病院等）に在職している障害者の数は、448.5人

と前年に比べ 3.5人増加し、実雇用率は 2.33％と前年より 0.01ポイント上昇した。 

22機関のうち、12機関が達成し、10機関は未達成であった。 

【未達成の市町等】 

   大津市、長浜市、近江八幡市、東近江市、草津市、野洲市、甲良町、愛荘町、 

   高島市病院事業、長浜市病院事業管理者 

 

   市町の教育委員会（法定雇用率 2.5％） 

法定雇用率 2.5％が適用される市町の教育委員会は、県内に２機関あり、在籍している障害者の数 

は、前年と同じ 4.0人であった。 

２機関いずれも、法定雇用率を達成した。 

 

 

 

 (3)独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率 2.6％） 

   県内の独立行政法人、地方独立行政法人に雇用されている障害者は、83.0 人で前年度より２名増

加。実雇用率は 2.57％と前年より 0.03ポイント増加した。県内の５機関すべてが法定雇用率を達

成した。 
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一般の民間企業における雇用状況の推移

対前年増減
(%)

対前年増減
(%)

滋賀県 全国 滋賀県 全国
7 78,155 1.3 1,474 -1.2 1.89 1.45 67.3 50.6

平成11年 84,396 3.0 1,585 -2.1 1.88 1.49 59.7 44.7

12年 83,150 -1.5 1,563 -1.4 1.88 1.49 61.2 44.3

13年 83,582 0.5 1,560 -0.2 1.86 1.49 61.2 43.7

14年 83,540 -0.1 1,509 -3.3 1.81 1.47 56.7 42.5

15年 85,228 2.0 1,534 1.7 1.80 1.48 56.5 42.5

16年 89,628 5.2 1,507 -1.8 1.68 1.46 54.7 41.7

17年 94,210 5.1 1,576 4.6 1.67 1.49 54.5 42.1

18年 97,705 3.7 1,662.0 5.5 1.70 1.52 56.9 43.4

19年 103,544 6.0 1,709.5 2.9 1.65 1.55 55.6 43.8

20年 109,029 5.3 1,800.0 5.3 1.65 1.59 54.2 44.9

21年 106,045 -2.7 1,773.0 -1.5 1.67 1.63 55.8 45.5

22年 107,204 1.1 1,809.0 2.0 1.69 1.68 56.5 47.0

23年 119,507.0 11.5 1,917.5 6.0 1.60 1.65 50.4 45.3

24年 120,502.5 0.8 2,141.0 11.7 1.78 1.69 54.7 46.8

25年 125,666.0 4.3 2,269.5 6.0 1.81 1.76 51.8 42.7

26年 127,061.0 1.1 2,370.5 4.5 1.87 1.82 54.9 44.7

27年 126,216.0 -0.7 2,500.5 5.5 1.98 1.88 59.1 47.2

28年 129,862.0 2.9 2,714.0 8.5 2.09 1.92 58.8 48.8

29年 133,561.5 2.8 2,840.5 4.7 2.13 1.97 60.7 50.0

30年 140,389.0 5.1 3,128.0 10.1 2.23 2.05 54.8 45.9

令和元年 140,516.5 0.1 3,210.5 2.6 2.28 2.11 55.7 48.0

2年 141,909.0 1.0 3,252.0 1.3 2.29 2.15 56.2 48.6

3年 144,726.5 2.0 3,373.5 3.7 2.33 2.20 54.0 47.0

4年 147,338.0 1.8 3,620.5 7.3 2.46 2.25 58.6 48.3

5年 148,127.5 0.5 3,725.5 2.9 2.52 2.33 59.2 50.1

注） 「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成17年まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

平成18年～ 精神障害者（短時間労働者は１人を0.5人としてカウント）を対象に加える。

平成23年～ 短時間労働者を常用労働者数に加える。

重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5人としてカウント）を対象に加える。

平成30年～ 精神障害者である短時間労働者のうち、①②いずれかに該当する場合は１人分とカウントしている。

①報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

②報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健

　福祉手帳を取得した者であること

令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分とカウントしている。

＜参考＞

（各年６月１日現在）

常用労働者数（人）
法定雇用率達成企業
の割合（％）

実雇用率(%)障害者の数（人）
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… 2.3％ 

  ○ 民間企業 ……    （43.5人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… 2.6％ 

                   労働者数38.5人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………  2.6％ 

              （38.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………2.5％ 

              （40.0人以上規模の機関） 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウント

される。 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 

「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

 

    

 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 
（障害者雇用促進法 第43条第７項） 

障害者雇入れ計画作成命令 

（２年計画） 

翌年１月を始期とする２年間の計画※1を作成す

るよう、公共職業安定所長が命令を発出 

（同法第46条第１項） 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 
計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施

を勧告（計画１年目12月） 

（同法第46条第６項） 

特 別 指 導 
雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、

公表を前提とした特別指導を実施（計画期間終了

後に９か月間） 

企 業 名 の 公 表 （同法第47条） 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 
〔指導実績・全国〕 

 ○ 令和４年度の実績※２                              

    ＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出       244社 

    ＊ 障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」     94社 

  ＊「特別指導」の実施             55社 

 ○ 障害者雇入れ計画を実施中の企業    528社（令和４年度 ） 

 ○ 企業名の公表 

  平成18年度 ２社、平成19年度 １社(再公表)、平成20年度 ４社、 

平成21年度 ７社(うち１社は再公表）、平成22年度 ６社(うち２社は再公表)、 

平成23年度 ３社(うち1社は再公表)、平成24年度 ０社、平成25年度 ０社、 

平成26年度 ８社、 平成27年度 ０社、 平成28年度 ２社、 平成29年度 ０社、 

平成30年度 ０社、令和元年度 ０社、令和２年度 １社、令和３年度 ６社、 

令和４年度 ５社(うち３社は再公表) 

 

 
※１ 平成24年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮している。 

※２ 平成30年の障害者不適切計上による公務部門における障害者採用により、影響が生じる可能性があった民間企業への対策と

して、令和元年度においては、特例的に「行政措置」の猶予を実施している。 

 

 

 

 

- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



(5) 都道府県別の実雇用率等の状況
注

都道府県名 実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成
企業の割合

(対前年増減)

全国 2.33  0.08 50.1 1.8  54,239 ／  108,202

北海道 2.58  0.14 53.1 1.8  2,069 ／  3,895

青森 2.55  0.14 57.0 2.0  582 ／  1,021

岩手 2.42  0.04 59.2 0.3  614 ／  1,038

宮城 2.29  0.08 51.1 0.9  830 ／  1,624

秋田 2.40  0.11 64.2 2.2  521 ／  811

山形 2.31  0.13 57.2 2.9  557 ／  973

福島 2.29  0.10 56.7 2.4  862 ／  1,519

茨城 2.32  0.12 51.5 1.7  865 ／  1,680

栃木 2.39  0.01 58.3 1.5  805 ／  1,381

群馬 2.28  0.07 56.1 1.8  964 ／  1,717

埼玉 2.42  0.05 49.6 0.8  1,869 ／  3,767

千葉 2.38  0.16 52.6 2.4  1,518 ／  2,887

東京 2.21  0.07 34.4 1.9  8,057 ／  23,407

神奈川 2.29  0.09 46.6 0.8  2,368 ／  5,077

新潟 2.38  0.15 60.5 3.3  1,224 ／  2,023

富山 2.32  0.08 55.6 △0.3  598 ／  1,075

石川 2.49  0.12 55.7 1.3  653 ／  1,173

福井 2.58  0.10 60.1 1.9  460 ／  765

山梨 2.25  0.05 60.8 2.2  401 ／  660

長野 2.42  0.10 62.3 4.2  1,091 ／  1,751

岐阜 2.47  0.12 56.2 1.1  939 ／  1,671

静岡 2.37  0.05 55.4 2.1  1,717 ／  3,100

愛知 2.28  0.09 51.5 2.9  3,531 ／  6,853

三重 2.56  0.14 61.9 2.8  810 ／  1,309

滋賀 2.52  0.06 59.2 0.6  559 ／  944

京都 2.37  0.06 53.7 1.6  1,055 ／  1,963

大阪 2.35  0.10 46.1 1.5  4,021 ／  8,727

兵庫 2.36  0.08 52.2 1.7  1,899 ／  3,635

奈良 3.06  0.15 65.2 1.1  460 ／  705

和歌山 2.71  0.17 64.3 1.3  411 ／  639

鳥取 2.47  0.08 64.2 3.9  307 ／  478

島根 2.83  0.14 69.6 2.0  426 ／  612

岡山 2.58 0.04 56.0 1.7  859 ／  1,535

広島 2.48  0.10 52.0 2.5  1,265 ／  2,431

山口 2.77  0.09 58.5 1.9  562 ／  961

徳島 2.40  0.06 63.4 2.1  341 ／  538

香川 2.19  0.03 57.1 1.1  519 ／  909

愛媛 2.51  0.13 54.7 2.8  590 ／  1,079

高知 2.51  0.09 63.6 1.3  344 ／  541

福岡 2.38  0.09 52.5 1.7  2,170 ／  4,132

佐賀 2.80  0.04 67.9 1.3  430 ／  633

長崎 2.85  0.05 62.2 △0.2  638 ／  1,026

熊本 2.52  0.05 59.4 2.1  812 ／  1,366

大分 2.72  0.11 65.1 3.6  587 ／  901

宮崎 2.66  0.09 65.5 2.5  569 ／  869

鹿児島 2.62  0.09 61.0 1.2  802 ／  1,315

沖縄 3.24  0.27 65.2 4.2  708 ／  1,086

法定雇用率達成企業の数

　都道府県別の状況は、企業の主たる事務所（特例子会社等の認定を受けている企業にあって
は、その親会社の主たる事務所）が所在する都道府県において、集計したものである。
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２．地方公共団体等における状況

　(1)　概況

① ② ③

法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職
員数

障害者の数 実雇用率

（人） （人） （％）

5,196.5 145.0 2.79

(5,144.0) (150.0) (2.92)

9,507.0 241.0 2.53

(9,449.5) (241.5) (2.56)

19,255.5 448.5 2.33

(19,171.5) (445.0) (2.32)

175.5 4.0 2.28

(164.5) (4.0) 2.43

3,228.0 83.0 2.57

(3,190.5) (81.0) (2.54)

359,503.0 10,627.5 2.96

(363,592.0) (10,409.0) (2.86)

638,830.0 14,936.0 2.34

(638,879.0) (14,463.0) (2.26)

1,353,735.5 35,611.5 2.63

(1,341,687.5) (34,535.5) (2.57)

87,785.5 2,063.0 2.35

(87,405.5) (2,038.0) (2.33)

注）下段（　　）は令和４年の数値である。

市町村の教育委員会
（法定雇用率2.5％）

全
国

地方独立行政法人等
（法定雇用率2.6%）

都道府県の機関
（法定雇用率2.6％）

都道府県
教育委員会

（法定雇用率2.5％）

市町村の機関
（法定雇用率2.6％）

市町の教育委員会
（法定雇用率2.5%）

区分 備考

滋賀県の機関
（法定雇用率2.6％）

滋賀県教育委員会
（法定雇用率2.5％）

市町の機関
（法定雇用率2.6%）
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(2) 各地方公共団体における状況

①　滋賀県の機関（法定雇用率2.6％）

① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

計 5,196.5 145.0 2.79 0.0

滋賀県知事部局 4,799.0 134.0 2.79 0.0 (注4)

滋賀県警察本部 357.5 10.0 2.80 0.0

滋賀県議会事務局 40.0 1.0 2.50 0.0    

②　滋賀県教育委員会（法定雇用率2.5％）

① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

滋賀県教育委員会 9,507.0 241.0 2.53 0.0

注１

2

3

4 　滋賀県知事部局は、滋賀県病院事業庁及び滋賀県企業庁を含む（特例認定を受けている）。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働
大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。ただし、短時間勤務職員である精神障害者については、１人を１カウントとして
いる。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて
得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職
員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

備考区分

区分 備考
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③　市町の機関における状況

　法定雇用率　2.6％適用の市町

① ② ③ ④
法定雇用障害者数の算定
の基礎となる職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

19,255.5 448.5 2.33 56.0

3,539.5 69.0 1.95 23.0 注4　特例認定あり　

702.0 18.5 2.64 0.0 注4　特例認定あり　

1,459.5 30.5 2.09 6.5 注4　特例認定あり　

615.0 16.5 2.68 0.0 注4　特例認定あり　

1,714.5 44.5 2.60 0.0 注4　特例認定あり　

1,308.0 25.0 1.91 9.0 注4　特例認定あり　

1,593.5 38.0 2.38 3.0 注4　特例認定あり、注5　

1,232.0 34.0 2.76 0.0 注4　特例認定あり　

519.0 14.5 2.79 0.0 注4　特例認定あり　

1,543.0 37.0 2.40 3.0 注4　特例認定あり、注5　

977.5 28.0 2.86 0.0 注4　特例認定あり　

985.0 20.0 2.03 5.0 注4、特例認定あり　

710.0 19.0 2.68 0.0 注4　特例認定あり　

83.0 2.5 3.01 0.0

156.0 2.0 1.28 2.0 注4　特例認定あり

91.5 2.0 2.19 0.0

297.0 5.0 1.68 2.0 注4　特例認定あり　

372.0 10.0 2.69 0.0 注4　特例認定あり　

272.0 8.0 2.94 0.0 注4　特例認定あり　

277.0 5.5 1.99 1.5

766.5 18.0 2.35 1.0 注5

42.0 1.0 2.38 0.0

　法定雇用率　2.5％ 適用の教育委員会

175.5 4.0 2.28 0.0

115.0 3.0 2.61 0.0

60.5 1.0 1.65 0.0

注１

元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

2

ついては法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントとしている。

　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントとしている。

　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウント

と している。 ただし、短時間勤務職員である精神障害者については、1人を１カウントとしている。

3

とをもって法定雇用率達成となる。

　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

4 　注４の機関は、特例認定を受けている。

　特例認定とは、地方公共団体の機関（A)及び当該A機関と人的関係が緊密である等の機関（B）の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該

B機関に勤務する職員を当該A機関に勤務する職員とみなすものである。

5 　草津市については10月24日時点で、不足数0.0人となり、法定雇用率達成機関となっている。

　長浜市民病院事業管理者については11月20日時点で、不足数0.0人となり、法定雇用率達成機関となっている。

　東近江市については12月1日時点で、不足数0.0人となり、法定雇用率達成機関となっている。

【参考】地方公共団体における障害部位別の雇用身体障害者数 ※実人数

※「計」欄には、障害部位別の雇用身体障害者数について未記入の場合は含まれない。

長浜市病院事業管理者

彦根市

近江八幡市

東近江市

甲賀市

野洲市

栗東市

多賀町

甲良町

湖南市

計

大津市

高島市

長浜市

米原市

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を

　②欄の「障害者の数」 とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となるこ

機   関   名 備　　考

計

多賀町教育委員会

豊郷町教育委員会

豊郷町

愛荘町

日野町

竜王町

高島市病院事業

湖北広域行政事務センター

草津市

守山市

計 視覚障害
聴覚又は

平衡機能障害

音声・言語・
そしゃく

機能障害
肢体不自由 内部障害

県・市町の機関 334 11 40 3 185 95

教育委員会 125 19 17 0 59 30
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(3) 地方独立行政法人等における状況（法定雇用率2.6％）

① ② ③ ④

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

計 3,228.0 83.0 2.57 0.0

国立大学法人
滋賀大学

350.5 10.0 2.85 0.0

国立大学法人
滋賀医科大学

1447.0 38.0 2.63 0.0

公立大学法人
滋賀県立大学

219.5 5.0 2.28 0.0

地方独立行政法人
市立大津市民病院

611.5 15.0 2.45 0.0

地方独立行政法人
公立甲賀病院

599.5 15.0 2.50 0.0

注１

2

3

4

5

【参考】特殊法人における障害部位別の雇用身体障害者数

※「計」欄には、障害部位別の雇用身体障害者数について未記入の場合は含まれない。

※実人数 

区分 備考

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障
害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗
じて得た数）を除いた労働者数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間労働者以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。
　また、短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については、法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。ただし、短時間労働者である精神障害者については、1人を１カウントとしてい
る。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減
じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

「独立行政法人等」は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号までの法人を指す。

独立行
政法人
等

(注1）

地方独
立行政
法人等
(注2)

「地方独立行政法人等」は同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。

計 視覚障害
聴覚又は

平衡機能障害

音声・言語・
そしゃく

機能障害
肢体不自由 内部障害

特殊法人 36 2 4 1 11 18

- 21 -


